
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
政
党
助
成
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請 

　求
及
び
そ
の
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                             

一 

○
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
閲
覧
対 

　象
文
書
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                 

六 

○
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                               

六 

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                   

六 

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                             

八 

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件                               

八 

○
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                 

八 
 

　
　
　
　
　

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号 

　政
党
助
成
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
及
び
そ
の
方
法
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　成

　田

　良

　洋

　
 

政
党
助
成
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
及
び 

そ
の
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

　政
党
助
成
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
及
び
そ
の
方
法
に

関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

　題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

政
党
助
成
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
又
は
写
し
の 

交
付
に
関
す
る
規
程 

　第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
趣
旨
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
政
党
助
成
法
」
を
「
こ
の
規
程
は
、
政
党

助
成
法
」
に
、
「
第
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
十
九
条
第
五
項
」
に
、
「
の
閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
県
委
員
会
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
備
付
け
の
閲
覧
簿
に
所
要
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
を
「
（
以
下
「
支
部
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

　第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

　（
閲
覧
） 

第
二
条

　支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
県
委
員
会
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、

　備
付
け
の
閲
覧
簿
に
所
要
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　支
部
報
告
書
等
は
、
県
委
員
会
の
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
閲
覧
す
る
も
の
と
し
、
当
該
場
所
以

　外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３

　支
部
報
告
書
等
は
、
丁
重
に
取
り
扱
う
も
の
と
し
、
破
損
、
汚
損
又
は
加
筆
等
の
行
為
を
し
て
は

　な
ら
な
い
。 

４

　前
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
は
、
職
員
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す

　る
こ
と
が
で
き
る
。 

５

　支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
及
び
閲
覧
は
、
執
務
時
間
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　（
写
し
の
交
付
） 

第
三
条

　支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

　た
支
部
報
告
書
等
に
係
る
写
し
の
交
付
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
（
以
下
「
交
付
請
求
書
」
と
い
う
。
）

　を
県
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　一

　請
求
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ

　
　て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

　二

　写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
政
党
の
支
部
の
名
称
及
び
支
部
報
告
書
等
に
係
る
支
部
政
党
交
付

　
　金
の
支
給
を
受
け
、
若
し
く
は
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
を
し
、
又
は
支
部
基
金
の
残
高
を

　
　有
し
た
年 

　三

　求
め
る
写
し
の
交
付
方
法 

　四

　求
め
る
写
し
の
作
成
方
法 

２

　県
委
員
会
は
、
交
付
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
部
報
告
書
等
の
写

　し
の
交
付
を
請
求
し
た
者
（
以
下
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ

　の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
補
正

　の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３

　県
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起

　算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
の
写
し
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、

　そ
の
期
間
に
算
入
し
な
い
。 

４

　前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る

　と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

　お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
支
部

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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　報
告
書
等
に
係
る
写
し
の
交
付
期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

　な
い
。 

５

　第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
請
求
が

　あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
事

　務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

　県
委
員
会
は
、
当
該
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
そ
の
期
間
内
に
当

　該
写
し
の
交
付
を
し
、
残
り
の
支
部
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
当
該
写
し
の
交
付
を

　す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
請
求
者

　に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
支
部
報
告
書
等
に
係
る
写
し
の
交
付
期
間
特
例
適
用
通
知
書
（
様
式

　第
三
号
）
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　一

　こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由 

　二

　残
り
の
支
部
報
告
書
等
に
つ
い
て
当
該
支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
を
す
る
期
限 

６

　第
三
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
は
、
県
委
員
会
が
指
定
す
る
日
時

　及
び
場
所
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

　第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

　（
費
用
負
担
等
） 

第
四
条

　前
条
の
規
定
に
よ
り
写
し
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
当
該
写
し
の
交
付

　に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　前
項
に
規
定
す
る
費
用
は
、
前
納
と
す
る
。 

３

　別
表
の
三
の
項
に
掲
げ
る
費
用
は
、
郵
便
切
手
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。 

別
表
（
第
四
条
関
係
） 

 

区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　分

金

　
　
　額

  

一

　複
写
機
に
よ
る
写
し
の
交
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

　ア

　複
写
機
（
乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の
に
限
り
、
カ
ラ
ー

一
枚
に
つ
き
十
円

　
　
　
　

 
 

　
　複
写
機
を
除
く
。
）
に
よ
る
写
し
の
交
付
（
日
本
産
業
規 

 
 

　
　格
Ａ
列
四
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

　イ

　カ
ラ
ー
複
写
機
（
乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の
に
限
る
。
） 

一
枚
に
つ
き
三
十
円

　
　
　

 
 

　
　に
よ
る
写
し
の
交
付
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
四
番
以
下
の

 

　
　大
き
さ
の
用
紙
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

　
　
　
　
　
　

  

二

　一
の
項
に
規
定
す
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
写
し
の
交 

当
該
写
し
の
作
成
に
要
す
る 

 

　付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

三

　支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用

　
　
　
　

 

当
該
写
し
の
送
付
に
要
す
る 

 

費
用
に
相
当
す
る
額

　
　
　 

　別
表
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

様式第１号（第３条関係） 

 

支部報告書等に係る写しの交付請求書 

 

                                   年  月  日 

 

福島県選挙管理委員会委員⻑ 

 

請求者 ( 郵 便 番 号 ) 

住所又は所在地 

 

 

氏名又は名称 

(代表者の氏名) 

 

 

連 絡 先 

( 電 話 番 号 ) 

 

 

 

 政党助成法第 32 条第５項の規定による支部報告書等の閲覧又は写しの交付に関する規程第３

条第１項の規定により、次のとおり写しの交付を請求します。 

 

政 党 の 支 部 の 名 称 及 び 

写 し の 交 付 請 求 対 象 年 

 

求 め る 写 し の 交 付 方 法 

１ 窓口での交付 

２ 郵送による交付 

求 め る 写 し の 作 成 方 法 

１ 複写機による写しの作成（カラー複写以外） 

２ 複写機による写しの作成（カラー複写） 

３ １及び２以外の方法による写しの作成 

※備          考 

 

 

 

記載上の注意 

１ 「政党の支部の名称及び写しの交付請求対象年」欄には、正確な「政党の支部の名称」を記 

載し、「当該支部の支部報告書等に係る支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付 

金による支出をし、又は支部基金の残高を有した年」を（ ）書で記載してください。 

例 ○○支部（○年分） 

  ２ 「求める写しの交付方法」及び「求める写しの作成方法」の欄は、希望する番号を○印で囲 

んでください。  

  ３ ※印の欄は、記載しないでください。 

  ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦⻑にして⽤いること。 
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様式第 2 号（第３条関係） 

 

支部報告書等に係る写しの交付期間延⻑通知書 

 

                                   第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

福島県選挙管理委員会委員⻑   印 

 

年  月  日付けで請求のあった支部報告書等の写しの交付について、政党助成法第

32 条第５項の規定による支部報告書等の閲覧又は写しの交付に関する規程第３条第４項の規定

により、次のとおり写しの交付期間を延⻑したので通知します。 

 

政 党 の 支 部 の 名 称 及 び 

写 し の 交 付 請 求 対 象 年 

 

政党助成法第 32 条第５項の

規定による支部報告書等の 

閲覧又は写しの交付に関する

規程第３条第３項の規定に 

よる期間 

    年  月  日から 

 

    年  月  日まで 

延 ⻑ 後 の 期 間 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 

延 ⻑ の 理 由 
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様式第３号（第３条関係） 

 

支部報告書等に係る写しの交付期間特例適用通知書 

 

                                   第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

福島県選挙管理委員会委員⻑   印 

 

年  月  日付けで請求のあった支部報告書等の写しの交付について、政党助成法第

32 条第５項の規定による支部報告書等の閲覧又は写しの交付に関する規程第３条第５項の規定

を適用することとしたので通知します。 

 

政 党 の 支 部 の 名 称 及 び 

写 し の 交 付 請 求 対 象 年 

 

政党助成法第 32 条第５項の

規定による支部報告書等の 

閲覧又は写しの交付に関する

規程第３条第３項の規定に 

よる期間 

    年  月  日から 

 

    年  月  日まで 

写しの交付請求に係る支部 

報告書等のうちの相当部分に

つき写しの交付をする期間 

及び当該期間内に写しの交付

をする部分          

 

政党助成法第 32 条第５項の

規定による支部報告書等の 

閲覧又は写しの交付に関する

規程第３条第５項の規定を 

適用する理由 

 

残りの支部報告書等について

写しの交付をする期限 

年  月  日 
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号 

　政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
閲
覧
又
は

写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　成

　田

　良

　洋

　

 

政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書

の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

　政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
閲
覧
又
は

写
し
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　第
一
条
中
「
又
は
法
」
を
「
、
法
」
に
改
め
、
「
政
治
資
金
監
査
報
告
書
」
の
下
に
「
又
は
法
第
十

九
条
の
十
四
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
書
」
を
加
え
る
。 

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　成

　田

　良

　洋 

そ
の
他
の
政
治
団
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏 

会
計
責
任
者 

 
 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 
届
出
年
月
日 

 
 

名

　
　
　
　
の
氏
名

　
　

 
 

 
 

 
 

 

喜
多
方
の
み
ら
い

　
金
谷

　祐
昭 

金
谷

　祐
昭 

喜
多
方
市
上
三
宮
町
上
三

令
和
七
年
一

 
 

宮
字
籬
山
五
八
一

　
　
　
二
月
二
日

　 
 

 
 

極
右
皇
神
社

　
　
　
原
島

　尚
之

原
島

　尚
之

田
村
市
常
葉
町
小
檜
山
字

令
和
七
年
一

 
 

狐
久
保
二
︱
五
〇

　
　
　
〇
月
二
九
日

 
 

 
 

鈴
木
哲
後
援
会

　
　
鈴
木

　哲

　
鈴
木

　哲

　

 

福
島
市
森
合
字
蒲
原
四
︱

令
和
七
年
一

 
 

二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
〇
月
三
一
日

 
 

 
 

高
橋
み
の
る
後
援
会

高
橋

　実

　
高
橋

　美
智

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
本
岡

令
和
七
年
六 

 
 

子

　
　
　
　
字
王
塚
三
一
七
︱
一

　
　
月
一
三
日

　 

 
 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　成

　田

　良

　洋 

一

　政
党
の
支
部 

 
 

 
 

 
 

内

　
　
　
　
　容 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏 

 
 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 

異
動
事
項 

異
動
年
月
日 

 
 

 

名

　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新 

旧 
 

 
 

 
 

 
 

参
政
党
福
島
第
２

佐
藤

　仁

　

 

主
た
る
事

田
村
郡
三
春

郡
山
市
静
西

令
和
七
年
一

 
 

支
部

　
　
　
　
　

 
 

務
所
の
所

町
貝
山
字
馬

一
︱
二
五
〇

一
月
一
九
日 

 
 

 
 

在
地

　
　
場
八
︱
二

　

　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者

　
佐
藤

　仁

　
郡

　剛
志

　

 
 

 
 

参
政
党
福
島
第
４

小
山

　正
志 

主
た
る
事

双
葉
郡
□
葉

い
わ
き
市
川

令
和
七
年
一

 
 

支
部

　
　
　
　
　

 

務
所
の
所

町
山
田
岡
字

部
町
川
原
二

一
月
一
九
日

 
 

 

在
地

　
　
羽
黒
山
六
︱

九

　
　
　
　

 
 

 

七

　
　
　
　

 
 

 
 

 

代
表
者

　
小
山

　正
志

八
巻

　裕
一

 
 

 
 

自
由
民
主
党
会
津

佐
藤

　郁
雄 

主
た
る
事

会
津
若
松
市

会
津
若
松
市

令
和
七
年
九

 
 

若
松
支
部

　
　
　

 
 

務
所
の
所

材
木
町
二
︱

大
町
二
︱
一

月
一
日

　
　

 
 

 
 

 

在
地

　
　
八
︱
五
四

　
四
︱
一
四

　

 
 

 
 

代
表
者

　
佐
藤

　郁
雄

佐
藤

　義
憲 

令
和
七
年
六

 
 

月
一
日

　
　 

 
 

 

自
由
民
主
党
福
島

星

　北
斗

　

 

会
計
責
任

松
川

　靜

　
千
葉

　彰
子

令
和
七
年
一

 
 

県
参
議
院
選
挙
区

者

　
　
　

一
月
一
日

　 
 

第
五
支
部

　
　
　

 
 

 
 

自
由
民
主
党
福
島

氏
家

　匠
七 

代
表
者

　
氏
家

　匠
七

蓮
沼

　茂
之

令
和
七
年
六
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県
電
気
通
信
支
部

月
一
日

　
　 

二

　そ
の
他
の
政
治
団
体 

 
 

 
 

 
 

内

　
　
　
　
　容 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏 

 
 

 
 

政
治
団
体
の
名
称 

 

異
動
事
項 

異
動
年
月
日 

 
 

名

　
　
　
　

 
 

 
 

新 

旧

 
 

 
 

 
 

Ｉ
Ｈ
Ｉ
労
働
組
合

栗
村

　武
志 

代
表
者

　
栗
村

　武
志

鈴
木

　隆
志

令
和
七
年
一

 
 

連
合
会
相
馬
政
治

 

〇
月
一
日

　 
 

活
動
委
員
会

　
　

 
 

会
計
責
任

穂
積

　聡

　
藤
井

　直
幸

 
 

者

　
　
　

 
 

 
 

い
わ
き
を
良
く
す

塩

　克
美

　

 
政
治
団
体

い
わ
き
を
良

い
わ
き
新
時

令
和
七
年
八

 
 

る
市
民
ネ
ッ
ト 

 

の
名
称

　

 

く
す
る
市
民

代
の
会

　
　

 

月
二
〇
日

　

 
 

 

ワ
ー
ク

　
　
　
　

 
 

 

ネ
ッ
ト
ワ
ー

 
 

 
 

 
ク

　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者

　
塩

　克
美

　
長
谷
川

　徳

 
 

 

男

　
　
　
　

 
 

 
 

 

会
計
責
任

富
安

　信
之

鈴
木

　雅
之

 
 

者

　
　
　

 
 

 
 

佐
藤
じ
ゅ
ん
い
ち

吉
田

　長
政

代
表
者

　
吉
田

　長
政

佐
藤

　仁

　
令
和
七
年
一

 
 

後
援
会

　
　
　
　

二
月
一
日

　 
 

 
 

佐
藤
つ
と
む
後
援

門
馬

　健
治 

主
た
る
事

双
葉
郡
□
葉

双
葉
郡
□
葉

令
和
七
年
六

 
 

会

　
　
　
　
　
　

 

務
所
の
所

町
大
字
下
小

町
大
字
下
小

月
二
九
日

　 
 

 

在
地

　
　

 

塙
字
広
畑
二

塙
字
広
畑
五

 
 

五
︱
二

　
　
四

　
　
　
　

 
 

 
 

代
表
者

　
門
馬

　健
治

松
本

　哲
雄

 
 

 
 

会
計
責
任

大
和
田

　由

古
市

　貴
之 

 
 

者

　
　
　
香

　
　
　
　

 
 

 
 

髙
橋
よ
し
と
後
援

春
田

　一
真 

主
た
る
事

会
津
若
松
市

会
津
若
松
市

令
和
七
年
三

 
 

会

　
　
　
　
　
　

 

務
所
の
所

藤
原
一
︱ 

一
箕
町
亀
賀

月
三
〇
日

　 

 
 

在
地

　
　
九
︱
一
四

　
字
藤
原
三
一

　

 
 

　

七
︱
一

　
　

 
 

 
 

根
本
拓
後
援
会

　
土
屋

　繁
之 

代
表
者

　
土
屋

　繁
之

福
井

　邦
顕 

令
和
七
年
六

 
 

　
　
　
　
　

月
一
五
日

　 
 

 
 

馬
場
ゆ
う
き
と
と

馬
場

　雄
基 

主
た
る
事

福
島
市
本
町

郡
山
市
虎
丸

令
和
七
年
九

 
 

も
に
歩
む
会

　
　

 
 

務
所
の
所

五
︱
一

　
　
町
六
︱
一
八

月
二
七
日

　 
 

 
 

在
地

　
　

 
 

 
 

 
 

 
 

国
会
議
員

国
会
議
員
関

法
第
一
九
条

令
和
七
年
九 

 
 

 
 

関
係
政
治

係
政
治
団
体

の
七
第
一
項

月
八
日

　
　

 
 

 
 

 

団
体
の
区

以
外
の
政
治

第
一
号
及
び

 
 

 
 

 

分

　
　
　
団
体

　
　
　
第
二
号
に
係

 
 

 
 

 

る
国
会
議
員

 
 

 
 

 

関
係
政
治
団

 
 

 
 

 

体

　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公
職
の
種

 

衆
議
院
議
員 

 
 

 
 

 

類
（
第
一

 
 

 

号
）

　
　

 
 

 
 

公
職
の
候

馬
場

　雄
基 

 
 

補
者
の
氏

衆
議
院
議
員

 
 

名
及
び
公

 
 

職
の
種
類 

 
 

 （
第
二
号
）

 
 

 
 

 

ひ
と
づ
く
り
日
本

畠
山

　宏
恵 

代
表
者

　

 

畠
山

　宏
恵 

畑
山

　宏
恵 

令
和
五
年
五

 
 

一
の
会

　
　
　
　

月
二
〇
日

　 
 

 
 

福
島
県
税
理
士
政

鳥
居

　恒
紀 

主
た
る
事

相
馬
市
中
村

相
馬
市
日
下

令
和
七
年
八

 
 

治
連
盟
相
馬
支
部 

務
所
の
所

字
錦
町
三
︱

石
字
高
根
沢

月
二
八
日

　 
 

 

在
地

　
　
八

　
　
　
　
六
四
三
︱
四

 
 

 
 

代
表
者

　
鳥
居

　恒
紀

若
竹

　信
雄

 
 

 
 

会
計
責
任

中
原

　和
夫

森

　俊
雄

　

 
 

 

者
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福
島
県
農
業
者
政

井
戸
川

　禎

代
表
者

　
井
戸
川

　禎

高
野

　順

　
令
和
七
年
六

 
 

治
連
盟
ふ
た
ば
支

一

　
　
　
　

 

一

　
　
　
　

月
一
日

　
　 

 
部

　
　
　
　
　
　

 
 

会
計
責
任

猪
狩

　浩
美

遠
藤

　圭
一

 
 

者

　
　
　

 
 

 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　

 

委
員
長

　成

　田

　良

　洋 

一

　政
党
の
支
部 

 
 

 

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解

散

年

月

日

 
 

 
 

自
由
民
主
党
表
郷
支
部

　
　
　
　
　
　
　
穂
積

　栄
治

　
　
令
和
七
年
一
〇
月
二
六
日

　 

二

　そ
の
他
の
政
治
団
体 

 
 

 

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解

散

年

月

日

 
 

 
 

加
藤
し
づ
か
連
合
後
援
会

　
　
　
　
　
　
加
藤

　志
津
佳

　
令
和
七
年
三
月
一
四
日

　
　 

 
 

 

関
本
の
り
さ
だ
後
援
会

　
　
　
　
　
　
　
蛭
川

　文
雄

　
　
令
和
七
年
一
一
月
二
七
日

　 
 

 
 

た
く
み
君
と
２
１
世
紀
を
語
る
会

　
　
　
門
脇

　修
一
郎

　
令
和
七
年
一
〇
月
三
一
日

　 
 

 
 

と
い
か
わ
誠
後
援
会

　
　
　
　
　
　
　
　
□
川

　誠

　
　
　
令
和
六
年
一
二
月
三
一
日

　 
 

 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　成

　田

　良

　洋 
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